
入札説明書等配布一覧表 

 

   

調達する役務の名称［ 山形県村山総合支庁本庁舎構内除雪業務委託 ］ 

 

 

No 名                    称 部数等 

１ 

入札説明書 

（添付様式） 

・一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

・競争入札参加資格審査申請書提出書（様式第１－１号） 

・一般競争入札仕様書等に関する質問書（様式第７－１号） 

・入札書（様式第８号） 

・委任状（様式第９号） 

１部 

２ 山形県村山総合支庁本庁舎構内除雪業務委託仕様書 １部 

３ 山形県村山総合支庁本庁舎構内除雪業務委託契約書（書式） １部 

 

（注）上記内容について、落丁等がないか確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

山形県村山総合支庁総務企画部総務課 



入 札 説 明 書 
 

山形県村山総合支庁本庁舎構内除雪業務委託の調達に係る入札公告に基づく一般競争

入札については、関係法令及び山形県財務規則（昭和 39年３月県規則第９号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 担当部局等 

契約及び仕様書に関する事務を担当する部局等（以下「契約担当部局」という。） 

〒990-2492 山形市鉄砲町二丁目 19番 68号 

山形県村山総合支庁総務企画部総務課総務担当 電話番号 023-621-8106 

 

２ 入札参加者の資格 

(1)「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていな

いこと」とは、入札参加資格審査日（一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入

札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日）から開札日まで

の期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。 

(2) 公告３の(9)による「当該役務と同種、同規模の役務を履行した実績」とは、除排雪

業務を履行した実績で契約担当者が認める実績を言う。 

 (3) 入札公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと 

認められた者は、本件入札に参加することができない。 

 

３ 入札参加資格の審査等 

(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを

証するため、申請書及び添付書類（以下「申請書等」という。）を、公告で指定された

提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければな

らない。 

 (2) 提出書類  

ア 入札参加者の資格に関する書類 

(ｱ) 競争入札参加資格者名簿（物品及び役務の調達）に登載されている者 

ａ 一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式第１号） 

(ｲ) 競争入札参加資格者名簿（物品及び役務の調達）に登載されていない者 

ａ 競争入札参加資格審査申請書提出書（別紙様式第１－１号） 

ｂ 競争入札参加資格審査申請書及び添付書類（会計局が別に定める物品等競争

入札参加資格審査申請要領による） 

  (ｳ) 入札公告３の(9)を証する書類（写し可） 

   a 過去５年以内に、当該役務と同種、同規模の役務を履行したことが確認でき

る書類 

(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。 

(4) 申請書等を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求め

られた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものと



する。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。 

(5) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 

 

４ 入札参加資格審査結果の通知 

(1) 入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果

は令和６年 11月 21日（木）までに通知する。 

(2) 本件入札への参加は、前項の通知により、入札参加資格を有すると認められたもの

についてのみ行うことができるものとする。 

 

５ 仕様書に関する質問等 

(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和６年 11 月 19 日（火）午後５時まで１の契約

担当部局に別紙様式第７－１号により持参又は郵送（書留郵便に限る。）で提出するこ

と。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。 

(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当

該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、１の場所において閲覧に供

する。 

 

６ 入札の辞退等 

(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができ

る。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務

の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者

印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。 

(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。 

 

７ 入札 

(1) 入札書の様式は、入札書（様式第８号）による。 

(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による

提出も認める。（書留郵便に限る。） 

(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記載

すること。 

(4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上

記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和６年 

11月 22日（金）午後５時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなか

った場合は棄権とみなす。 

(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委

任状（別紙様式第９号）を作成し提出させること。 

(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはで

きない。また、法人の代表者（支店長等の受任者を含む。）が自ら入札する場合は、当

該入札に関して他の入札者となることはできない。 

(7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、



その他一切の諸経費を含む総額とする。 

 

８ 開札 

入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会

わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。 

開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住所、

氏名又は名称等を明記のうえ、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに提出し

なければならない。 

 

９ 入札の無効 

    次に掲げる入札は無効とする。 

(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者（入札参加資格があることを確認された者

で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。）の

した入札 

(2) 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札 

(3) 委任状を持参しない代理人のした入札 

(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得

るため連合したと認められる入札 

(5) 同一の事項につき２通以上の入札書を契約担当者に提出した入札 

(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金

額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札 

(7) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

10 再度入札 

    予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合が

ある。 

  再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。 

  入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。 

 

11  落札者の決定方法 

(1) 規則第 120条第１項の規定により作成された入札公告２の(４)イからハごとの入札 

価格にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額が最低となる価格をもって入札 

（有効な入札に限る。）を行った者を落札者とする。 

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にく

じを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない

者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員に

これに代わってくじを引かせ落札者を決定する。 

(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。 

 

   



12 その他 

(1) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止

要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。 

(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認

められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若

しくは取り止めることがある。 

(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立

てることができない。 

(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。 

(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑（入札書に

使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。）を持参する

こと。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通

知する。 

(6) 本件契約の条項は、別に示す契約書（書式）による。 

(7) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（一般競争入札参加資格確認申請書） 

 

                            令和  年  月  日 

 

 

山形県村山総合支庁長 地主 徹 殿 

 

 

              住所又は所在地 

              氏名又は名称 

              代 表 者 氏 名               

 

 

一般競争入札参加資格確認申請書 

 

 下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。 

なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないこ

とを誓約します。 

 

記 

 

１ 調達役務の入札公告日及び名称 

(1) 入札公告日 令和６年 11月８日 

(2) 役務の名称 山形県村山総合支庁本庁舎構内除雪業務委託 

 

２ 添付書類 

入札公告３の(9)を証する書類（写し可）(詳細は入札説明書のとおり) 

 

 

※登録番号 ※確認印 

  

※申請者は記入しないでください。 

 

 

 

 

 



様式第１－１号（競争入札参加資格者名簿未登載者用） 

 

                            令和  年  月  日 

 

 

山形県村山総合支庁長 地主 徹  殿 

 

 

              住所又は所在地 

              氏名又は名称 

              代 表 者 氏 名               

 

 

競争入札参加資格審査申請書提出書 

 

 下記役務の調達に係る入札に参加したいので、別添のとおり競争入札参加資格審査申請

書を提出します。 

なお、本件の入札公告に係る入札参加者の資格を有することについて、公告された資格

を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 調達役務の入札公告日及び名称 

(1) 入札公告日 令和６年 11月８日 

(2) 役務の名称 山形県村山総合支庁本庁舎構内除雪業務委託 

 

２ 添付書類 

入札公告３の(9)を証する書類（写し可）（詳細は入札説明書のとおり） 

 

 

※登録番号 ※確認印 

  

※申請者は記入しないでください。 

 



様式第７－１号（一般競争入札仕様書等に関する質問書） 

 

                            令和  年  月  日 

 

山形県村山総合支庁長 地主 徹  殿 

 

              住所又は所在地 

              氏名又は名称 

              代 表 者 氏 名               

 

 

競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書 

 

 下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。 

 

記 

 

１ 調達役務の入札公告日及び名称 

(1) 入札公告日 令和６年 11月８日 

(2) 役務の名称 山形県村山総合支庁本庁舎構内除雪業務委託 

 

２ 質問事項等 

 



 
 
 
 
 
様式第８号（入札書） 

 
備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の場合にあっ
ては必要事項を記入すること。 ※１ 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、

必ず記載すること。（代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。） 
※２ 代理人が入札する場合は、※１の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。 

入    札    書 

令和   年   月   日 

山形県村山総合支庁長 地主 徹 殿 

 

入札者 住 所 又 は 所 在 地 

 氏名又は名称及び代表者名 
 

                                     ㊞ 

               〔 代理人氏名             ㊞ 〕 

山形県財務規則及び本件契約の条項により入札条件を承認し、下記のとおり入札 

します。 

記 

 入 札 金 額  

項 目 予定時間 単 価 

除排雪ドーザ７トン（昼間） １５時間 円／時間 

除排雪ドーザ７トン（時間外）  １１時間 円／時間 

除排雪ドーザ７トン（夜間） １２時間 円／時間 

単価×予定時間の合計 円 

 入札保証金額     免 除 

 役 務 の 名 称 

及 び 規 格 

 
   山形県村山総合支庁本庁舎構内除雪業務委託 

 
納 入 場 所 

又は引渡場所 

 
業務委託仕様書による。 

 履  行  期  間 

又は履行期限 

     契 約 締 結 の 日 か ら 

   令和７年３月 31 日まで 

 

摘 要     

※２ 

※１ 



様式第９号（委任状） 

 

委   任   状 

 

令和  年  月  日  

 

 

 山形県村山総合支庁長 地主 徹 殿 

 

          住所又は所在地 

          氏名又は名称 

          代 表 者 氏 名                   ㊞ 

 

 

私は          を代理人と定め、下記の権限を 

（使用印鑑     ） 

委任します。 

 

記 

 

１ 山形県村山総合支庁本庁舎構内除雪業務委託の入札並びに見積に関する一切の件 

 

 

２ 委  任  期  間 

 

令和  年  月  日 から 

 

令和  年  月  日 まで 

 

 

 

 

 

 

 

 



村山総合支庁本庁舎構内除雪業務委託仕様書 

１ 目的 

  村山総合支庁本庁舎構内の委託期間における通路及び駐車場の通行に支障の無いよう除雪業

務を行う。 

２ 業務委託場所 

別図のとおり 

３ 業務内容 

(1) 除雪業務は、受注者の指示した作業員が行い、作業員は、除雪機械による作業に従事する。 

(2) 除雪業務は、新雪除作業、拡幅作業及び路面正整作業とする。 

(3) 除雪機械は受注者が調達することとし、その内容は次のとおりとする。 

区 分 規  格 

除雪ドーザ 

（除雪機械） 
ホイール型  ７トン級 

４ 除雪業務の出動基準等 

(1) 除雪機械による除雪は、新雪深が概ね 10cm 以上になると判断される場合に出動する。作

業は午前１時から午前７時 30分の間に行い、完了する。 

(2) 受注者は、除雪を行う場合は、作業時間内に除雪業務を完了するために必要な除雪機械及

び作業員を配置しなければならない。 

５ 業務の報告 

 (1) 受注者は、業務委託の履行について、技術上の管理と安全管理を行う主任技術者を定め、

主任 

技術者届（様式第１号）により発注者に届け出ること。 

(2) 受注者は、除雪作業を実施する場合、発注者に対し始時、終時及び業務の実施状況を連絡

すること。なお、発注者への連絡先は、本庁舎警備室とする。 

(3) 受注者は、委託業務を実施したときは、その都度村山総合支庁本庁舎構内除雪作業日報（様

式第２号）に稼動記録計の記録紙を添付して発注者に報告すること。 

(4) 受注者は、毎月 10 日までに前月分の村山総合支庁本庁舎構内除雪業務実績報告書（様式

第３号）を発注者に提出し、その内容の検査を受けること。 

６ 注意事項 

 (1) 発注者は、上記５の報告を受けたときは、速やかに履行状況を確認するとともに、必要に

応じて現地調査を行うこととし、受注者は発注者からの求めによりこれに立ち会うこと。 

 (2) 発注者が行った現地調査の結果、仕様書の内容を満たさない履行状況であると判断した場

合には、発注者の指示に従い受注者は速やかに改善すること。 

(3) 受注者は、業務従事者の雇用にあたっては、労働基準法等の労働関係法令を遵守すること。 

(4) 受注者は、上記３の除雪機械を運転する作業員について、道路交通法第 84 条に規定する

大型特殊免許の写しを事前に発注者に提出すること。 

(5)  受注者は、構内駐車場のスペースをできる限り保持すること。また、駐車場構内西側通路

については、歩行者の通行に支障がないよう通路を確保すること。 

 



 

令和６年度山形県村山総合支庁本庁舎構内除雪業務委託に係る待機補償費の計上方法 

 

  本業務委託においては、下記に準じる待機補償費を計上することとし、稼働時間に応じて補償費

は減額され、清算時の稼働時間に応じた補償費で清算するものとする。 

  ○算定方法 

待機補償費＝除雪待機分 

除雪待機分＝単価×予定除雪作業時間 

 

○算定材料 

・単価…１時間あたりの単価（入札価格） 

  ※除雪単価には実際に入札された価格を使用する。 

・予定除雪作業時間…除雪ドーザで行った除雪作業のみに係る作業予定時間  

…下記のとおり 

        ※令和３年度から令和５年度までの除雪稼働時間実績より求めた平均値を使用。 

 

項目 ドーザ種類 区分 除雪作業予定時間 

 

除雪待機分 

ホイール型 

７トンクラス 

昼間 １５時間 

時間外 １１時間 

夜間 １２時間 
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業務委託契約書（書式） 

 

委託業務の名称  山形県村山総合支庁本庁舎構内除雪業務委託 

委 託 期 間  契約締結の日から令和７年３月 31日まで 

  契 約 保 証 金  免除 

 

頭書業務の委託について、委託者 山形県村山総合支庁長 地主 徹 を発注者とし、受託者     

を受注者とし、次の条項により委託契約を締結する。 

 

（総則） 

第１条 受注者は、「村山総合支庁本庁舎構内除雪業務委託仕様書」に基づき、頭書の委託業務（以

下「委託業務」という。）を実施するものとする。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者、受注者協議して定める。 

（業務遂行上の義務） 

第２条 受注者は、委託業務に従事する者（以下、「従事者」という。）に、委託業務の遂行に必

要な技術を習得させ、委託業務の遂行に万全を期するものとする。 

（従事者の管理） 

第３条 受注者は、従事者の管理について、一切の責任を負う。 

 （主任技術者） 

第４条 受注者は、業務委託の履行について、技術上の管理と安全管理を行う主任技術者を定め、

主任技術者届（別記様式第１号）により発注者に届け出なければならない。 

 （業務完了報告等） 

第５条 受注者は、委託業務を実施したときは、その都度村山総合支庁本庁舎構内除雪作業日報

（別記様式第２号）に稼動記録計の記録紙若しくは委託業務の開始前及び開始後におけるメー

ターの写真を添付して発注者に提出するものとする。 

２ 受注者は、毎月 10日までに前月に処理した村山総合支庁本庁舎構内除雪業務実績報告書（別

記様式第３号）を発注者に提出し、その内容の検査を受けるものとする。 

３ 前項の除雪業務実績報告書の月集計において、実稼動時間に１時間未満の端数が生じた場合

においては、その端数が 30分以上のときは１時間とし、30分未満のときは切り捨てる。 

４ 同条第１項及び第２項の検査の結果不合格となり補正を命じられたときは、受注者は、遅滞

なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。 

 （委託料の支払） 

第６条 委託料の額は、次に掲げる業務の単価に除雪業務に要した実稼働時間を乗じて算出した

金額とする。ただし、待機補償費については、下記の表のとおりとする。 

 

 

 



区   分 
除雪ドーザ 

７トン級作業 
待機補償費 

昼間単価（１時間当たり) 

午前８時から午後５時まで 

(うち消費税額及び地方消費税の

額) 

   円/台 

（   円） 

円/期間 

（    円） 

時間外単価（１時間当た

り) 

午前５時から午前８時まで 

午後５時から午後８時まで 

(うち消費税額及び地方消費税の

額) 

    円/台 

（   円） 

夜間単価（１時間当たり) 

午後８時から午前５時まで 

(うち消費税額及び地方消費税の

額) 

    円/台 

（   円） 

２ 委託料の算定に用いる実稼働時間は、稼動させた重機の実稼働時間を積み上げて算定する。 

３ 委託料は、実績に応じた金額を毎月支払うものとする。 

４ 待機補償費は、同条第１項で算定した全契約期間の除雪作業費の実績額が待機補償費に達し

ない場合に限り、待機補償費から除雪作業費の実績額を差し引いた金額を３月分の支払日に支

払うものとする。 

５ 受注者は、第５条第２項の検査に合格したときは、発注者に対し委託料の請求書を提出する

ものとする。 

６ 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30日以内に委託料を

受注者に支払うものとする。 

 （遅延利息） 

第７条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により第６条の規定による契約金額等の支払が遅

れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した

額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100

円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てるものとする。 

（秘密の保持等） 

第８条  受注者は、委託業務の遂行上直接又は間接的に知り得た秘密を外部へ漏らし、又は他の

目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解約された後においても同様とする。 

 （個人情報の保護） 

第９条 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報

取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（調査及び報告） 

第 10条  受注者は、この契約に基づく委託業務の実施について、発注者の監督及び指示に従わな



ければならない。 

２ 発注者は、必要があるときは、受注者に対し委託業務の実施状況について実地に調査し、又

は報告を求めることができる。 

（損害賠償） 

第 11条 受注者は、委託業務の処理に関し、故意又は過失により、発注者又は第三者に損害を与

えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の規定による賠償額は発注者、受注者協議により定めるものとする。 

（権利及び義務の譲渡禁止） 

第 12条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させては

ならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。 

 （再委託の禁止） 

第 13条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじ

め委託業務の一部の再委託について書面により発注者の承認を得た場合、又は発注者が軽微な

ものと判断した業務の一部を再委託する場合は、この限りでない。 

（契約内容の変更等） 

第 14条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中断す

ることができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要がある場合は、発注

者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。 

２ 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければ

ならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。 

（契約の解除） 

第 15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除す

ることができる。 

(1) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。 

(2) この契約の履行について、不正の行為があったとき。 

(3) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。 

(4) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。 

(5) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号にお

いて同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）

が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６

号に規定する暴 

力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５

年を経過しない者（以下この号において「暴力団員等」という。）であると認められると

き。 

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると

認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える



目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接

的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。 

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホま

でのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契

約その他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注

者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

２ 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除するこ

とができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担

するものとする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。 

３ 第１項第１号から第３号まで又は第５号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保

証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注

者は、発注者に対し解除違約金として契約金額に予定数量を乗じて得た金額の 100分の 10に相

当する金額を納付しなければならない。 

４ 第１項第４号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を

賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。 

５ 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通

知するものとする。 

（談合等に係る契約解除）  

第 16条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場

合においては、この契約を解除することができる。 

(1)  受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下

「独占禁止法」という。）第７条第１項若しくは第２項（第８条の２第２項及び第 20 条第２

項において準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第 17 条の２又は第

20 条第１項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟（行政事件訴訟法（昭和 37

年法律第 139号）第３条第１項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。）を提

起しなかったとき。 

(2)  受注者が独占禁止法第７条の２第１項（第８条の３において読み替えて準用する場合を含

む。）、第７条の９第１項若しくは第２項又は第 20 条の２から第 20 条の６までの規定による

命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。 

(3)  受注者が前２号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決

が確定したとき。 

(4)  受注者（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治 40 年法律第 45

号）第 96条の６若しくは第 198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に

関する法律（平成 12年法律第 130号）第４条の規定による刑に処せられたとき。 

２ 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除する

か否かを問わず、賠償金として、契約金額に予定数量を乗じて得た金額の 100分の 10に相当する



額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、

この限りでない。 

３ この契約の履行後に、受注者が第１項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合に

ついても、前項と同様とする。 

４ 第２項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損

害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する

額につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

（事故発生の通知） 

第 17条 受注者は、委託業務の処理に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に対し通知すると

ともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。 

（発注者の履行追完請求権等） 

第 18条 成果品がこの契約内容に適合しないときは、発注者は、その不適合を知った時から１年

以内にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、委託料

の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。 

（履行遅滞違約金） 

第 19条 受注者がその責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することが

できない場合において、当該履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認められると

きは、発注者は、受注者から違約金を徴収して当該履行期限を延長することができる。 

２ 前項の違約金の額は、委託料から既成部分又は既成部分相当額を控除した額に対して、遅延

日数に応じ、年 2.5％の割合で計算した額とする。 

（履行不能の場合の措置） 

第 20条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又

は一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て当該部分についての義務を免れ

るものとし、発注者は、当該部分についての委託料の支払を免れるものとする。 

（疑義についての協議） 

第 21条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応

じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。 

 

発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって業務委託契

約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自１通

を保有する。 

 

令和６年 月 日 

                 発注者      山形市鉄砲町二丁目 19番 68号 

                                 山形県村山総合支庁長 地主 徹 

 

                  受注者     

 

 



別記 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生

年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合

することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又

は個人識別符号が含まれるもの。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による事務

を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に

行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。こ

の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（保有の制限） 

第３ 受注者は、個人情報を保有するときは、この契約による事務の遂行のため必要な場合に限

り、かつ、その利用目的を特定しなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を

保有してはならない。 

３ 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、利用目的を変更してはならない。 

（漏えい、滅失及びき損の防止） 

第４ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき

損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（目的外利用・提供の禁止） 

第５ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第６ 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から

提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（事務従事者への周知） 

第７ 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当

該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の

目的に使用してはならないこと、個人情報の保護に関する法律により罰則が適用される場合が

あることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 

２ この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持

義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。 

（再委託の禁止） 

第８ 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはな

らない。 

２ 受注者において、この契約における事務を第三者に委託する場合は、この契約により受注者

が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。 

（資料等の返還等） 

第９ 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に

返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるもの

とする。 



（安全管理の確認） 

第 10 発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者

における管理体制及び実施体制や個人情報の管理について、少なくとも年１回以上、原則とし

て実地検査により確認するものとする。 

（事故発生時における報告） 

第 11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、

速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 

（違反した場合の措置） 

第12 発注者は、受注者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必

要な措置を求めることができる。 

 

 


